
 全塾協議会選挙規則 

 

第１章 総則 

 

第１条（目的） 

本規則は、慶應義塾大学全塾協議会事務局長及び事務局次長を公選するための選挙が、

選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、以て塾生自

治の健全な発展を目的とする。 

 

第２条（定数） 

① 全塾協議会事務局長の定数は１人とする。 

② 全塾協議会事務局次長の定数は１人とする。 

 

第２章 選挙権及び被選挙権 

 

第３条（選挙権） 

慶應義塾大学の学部生は、選挙権を有する。 

 

第４条（被選挙権） 

選挙権を有する者は、被選挙権を有する。ただし、以下のものはこの限りではない。 

一 上部団体を代表する役職にある者 

二 選挙管理委員 

三 選挙運営事務員 

 

第３章 選挙管理委員会 

 

第５条（選挙管理委員会） 

① 選挙管理委員会は、選挙権を有する者のうち、全塾協議会によって任命を受けた選

挙管理委員及び監査役によって構成される。ただし、全塾協議会事務局に所属する

ものは選挙管理委員会の構成員となることができない。 

② 選挙管理委員会の構成員のうち、全塾協議会事務局を退局してから 3ヶ月を経ない

ものについて、これを事由として、第 7条に基づく決議により、罷免することがで

きる。 

  



第６条（構成及び職務） 

① 選挙管理委員会は、以下の役職を置く。 

ア.委員長 

イ.副委員長 

ウ.財務 

エ.渉外 

② 選挙管理委員会は、前項に定める役職のほかに、第７条に基づく決議により、任意

の役職を置くことができる。 

③ 委員長は、選挙管理委員会を代表する。 

④ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長がその職務を行えない場合にその職務を代行

する。 

⑤ 財務は、選挙に関する会計処理を行う。 

⑥ 渉外は、全塾協議会所属団体や他機関との折衝を行う。 

⑦ 委員長及び財務は、全塾協議会がこれを任命する。 

 

第６条の２（地区責任者） 

① 選挙管理委員会は学部生の在籍するすべてのキャンパスに地区責任者を置く。 

② 地区責任者は原則としてそのキャンパスに在籍する者から任命する。 

③ 地区責任者はその担当地区において行われる選挙運営に関する責任を負う。 

④ 委員長はその在籍するキャンパスの地区責任者を兼任することができる。 

 

第６条の３（監査役） 

① 選挙管理委員会は、全塾協議会の任命の下に常任の監査役を置く。ただし、第 6条 1

項に定める役職と兼任することができない。 

② 監査役は選挙管理委員会の会計処理及びその行為について監査を行う。 

③ 選挙管理委員会の会計処理及びその行為に何らかの嫌疑が生じた場合、全塾協議会

の決議に基づき非常任の監査役を置くことができる。 

 

第７条（議決） 

① 選挙管理委員会は、選挙に関する事項の決定を行うためには、選挙管理委員の過半

数の出席を以て会議を行い、その過半数の賛成を以て決議を行わなければならない。 

② 前項の議決権は代理人による行使を認める。ただし、議案ごとの格別の委任を必要

とする。 

③ 前二項の決議は、選挙管理委員各人が発議することができる。 

  



第８条（周知義務） 

選挙管理委員会は、選挙の投票の方法、目的、規定その他選挙に関して必要と思われる

事項については速やかに周知しなければならない。 

 

第９条（公正な選挙運営遂行に関する義務） 

① 選挙管理委員その他選挙の運営に携わる者は、第１条の目的を達成するために、公

正に選挙を運営しなければならない。 

② 選挙管理委員会は、公正な選挙を実現するため、選挙の実施や運営について情報を

公開しなければならない。また、選挙権を有する者からの情報公開請求には、選挙

の公正性を失わない範囲で最大限に応じる義務を有し、その事実に関しては公のも

のとしなければならない。 

 

第１０条（努力義務） 

選挙管理委員会は、健全な塾生自治の発展のために、投票率の向上に務めなければなら

ない。 

 

第４章 告示 

 

第１１条（告示） 

選挙管理委員会は、選挙の告示を、選挙の投票日の少なくとも１ヶ月前に行わなければ

ならない。ただし、第 20条により選挙が成立せず、全塾協議会規則第 34条に定める任期

の延長が行われている場合はこの限りではない。 

 

第５章 選挙運動 

 

第１２条（立候補） 

① 候補者となろうとする者は、選挙の告示があったときから１週間以内に、その旨を

選挙管理委員会に届けなくてはならない。 

② 事務局長及び事務局次長は、一組として立候補しなくてはならない。 

 

第１３条（選挙運動） 

① 候補者は、各地区でそれぞれ少なくとも１回の演説が認められる。 

② 掲示物及び配布物については、選挙管理委員会の決議によって細則を定める。 

③ その他選挙管理委員会の決議によって定められた細則に反する選挙運動は認められ

ない。 

  



第１４条（選挙運動員） 

① 前述の選挙運動をするには、選挙運動員として届け出なければならない。 

② 選挙運動員の人数、届け出の方式及びその他細則は、選挙管理委員会の決議によっ

て定められる細則による。 

 

第６章 投票及び開票 

 

第１５条（選挙運営事務員） 

① 選挙管理委員会は、選挙の運営に関する事務を行わせるために選挙運営事務員を任

命することができる。 

② 選挙運営事務員の任命は、選挙管理委員会の議決による。 

 

第１６条（選挙の方法） 

① 選挙は投票によって行う。 

② 投票は選挙権を持つ学部生が在籍するキャンパスにおいて、その権利を行使できる

環境で行われなければならない。 

③ 投票期間は５日乃至７日とする。 

④ その他細則は、選挙管理委員会が決議により定める。 

 

第１７条（一人一票） 

 投票は、一人一票とし、それ以上の投票は無効とする。 

 

第１８条（開票） 

 開票は、公開して行わなければならない。 

 

第１９条（無効票） 

 以下の投票は無効とする。 

一 選挙管理委員会が指定する投票方法を取らなかったもの。 

二 いずれの候補者に投票したか確認しがたいもの。 

三 複数の候補者に投票していると認められるもの。 

四 その他選挙管理委員会の定める方式に従わないもの。 

 

第２０条（有効投票数） 

① 選挙は、選挙権を持つ者の 10分の１の投票を以て成立する。 

② 全塾協議会は選挙期間の終了後、実施状況等について総括、検討を行い、必要があ

ると認められるときは、有効投票数について所要の措置を講ずるものとする。 



第２１条（当選人） 

選挙において、最多数の投票を得た者を以て当選とする。 

 

第２２条（細則） 

 その他、選挙管理委員会の決議によって細則を定める。 

 

第７章 会計 

 

第２３条（費用） 

 選挙にかかる費用は、自治会費交付金を以て充てる。 

 

第２４条 

 （削除） 

 

第２５条（報告） 

 前条の財務は、全塾協議会の定めに従って、予算及び決算を報告しなければならない。 

 

第２６条（監査） 

 選挙管理委員会の財務に関する監査は、全塾協議会が行う。 

 

第８章 処分 

 

第２７条（公平義務） 

 選挙管理委員会及び選挙運営事務員、その他選挙の運営に携わる者は、特定の候補者を

支持することを表明し、または支援してはならない。 

 

第２８条（処分） 

 本規則に反する場合、全塾協議会の議決を以て処分する。処分は、全塾協議会処分規則

の定めるところによる。 

 

第２９条（当事者の義務） 

 候補者またはこれを支持する者は、票の買収、選挙の妨害、不正投票その他不公正な行

為をしてはならない。 

  



第３０条（候補者に対する処分） 

 候補者または選挙運動員が、この規則に反した場合、全塾協議会は、決議によって立候

補の取り消しまたは当選の取り消しを行うことができる。ただし、係る議決に際して、当

事者に弁明の機会を付与しなければならない。 

 

第９章 改正及び廃止 

 

第３１条（改正） 

 本規則は、全塾協議会の議決により改正することができる。 

 

 

 

起草者 １９９２年度慶應義塾大学全塾協議会  

事務局長 迫田 隆  

以上の全塾協議会選挙規則案を承認する。  

慶應義塾大学全塾協議会  

慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会  

委員長 秋山 盛  

慶應義塾大学学塾研究団体連盟  

代表 高品 振一郎  

慶應義塾大学体育会本部  

代表責任者 八田 学  

慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会  

委員長 久野 健太  

慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会  

委員長 鈴木 信二  

慶應義塾大学四谷自治会  

委員長 片山 真  

慶應義塾大学福利厚生機関  

副議長 大島 有志生 

 

 

改正者 １９９９年度慶應義塾大学全塾協議会  

事務局長 岩永 和也  

以上の全塾協議会選挙規則改正案として承認する。  

１９９９年１２月１０日  



慶應義塾大学全塾協議会  

慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会  

委員長 志村 真幸  

慶應義塾大学体育会本部  

本部主幹 濱岡 勇介  

慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会  

委員長 三浦 元毅  

慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会  

委員長 白鳥 悟嗣  

慶應義塾大学四谷自治会  

会長 羽藤 泰  

慶應義塾大学福利厚生機関本部  

本部代表 松本 恵里子 

 

 

改正者 ２００３年度慶應義塾大学全塾協議会  

事務局長 宮屋敷 陽太  

以上の全塾協議会選挙規則改正案として承認する。  

２００３年１０月２５日  

慶應義塾大学全塾協議会  

慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会  

委員長 関根 仁  

慶應義塾大学体育会本部  

本部主幹 岡山 悠太  

慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会  

委員長 宗形 徹也  

慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会  

委員長 遠藤 将吉  

慶應義塾大学四谷自治会  

会長 宮田 功一  

慶應義塾大学福利厚生機関本部  

本部代表 平島 美香 

 

 

改正者２０１３年度慶應義塾大学全塾協議会 

事務局長 伊藤 涼太 



以上の全塾協議会選挙規則改正案として承認する。 

２０１３年９月２４日 

慶應義塾大学全塾協議会 

慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会 

委員長 潮 志瑞香 

慶應義塾大学体育会本部 

本部主幹 後藤 陸 

慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会 

委員長 福谷 天 

慶應義塾大学四谷自治会 

会長 岡本 泰治 

慶應義塾大学福利厚生機関本部 

代表 綿貫 雄介 

慶應義塾大学芝学友会 

代表 外山 太士 

 

改正 ２０１５年３月２４日 

施行 ２０１５年４月１日 

以上の全塾協議会選挙規則改正を決議する。 

慶應義塾大学全塾協議会 

議長 新貝 敢 

（慶應義塾大学芝学友会 代表）  

議員 近藤 雅之 

（慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長） 

議員 鈴木 雄太 

（慶應義塾大学体育会本部 主幹） 

議員 松島 魁 

（慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会 委員長）  

議員 枝元 美緒 

（慶應義塾大学四谷自治会 会長） 

議員 縄 茂恩 

（慶應義塾大学福利厚生機関本部 代表） 

以上の選挙規則改正決議を承認する。 

慶應義塾大学全塾協議会 

事務局長 諸田 直也 


